


[bookmark: _GoBack]１．謝金・旅費の支払いについて
・会議出席等謝金は、貴施設の規定等により報酬を受け取れないなどの場合がございます。
・事前調査等謝金は、在宅での書面調査となりますので、勤務時間外でご対応いただくことを前提にお支払いさせていただいております。
・当機構旅費規程に基づき、東京23区に居住又は在勤している場合には、旅費をお支払いできません。
	会議出席等謝金
	事前調査等謝金
	旅費
（東京23区以外の場合）

	受領する・受領できない
	受領する・受領できない
	受領する・受領できない

	

	お振込口座について

	銀 行 名
	
	支 店 名
	

	預金種目
	普通 ・ 当座 
その他（　　　　　）
	口座番号
	

	口座名義
	(ﾌﾘｶﾞﾅ)
	
	

	
	
	
	



２．勤務先について
	機関名
	　

	部署名
	　
	役職名
	　

	住　所
	〒　　　－

	TEL
	　
	FAX
	　

	E-mail
	　


※できるだけフリーメールアドレス以外の登録をお願いいたします。
３．ご自宅について
	住　所
	〒　　　－

	
	

	TEL
	　
	FAX
	　

	E-mail
	　



４．連絡先について（書類の送付先）
	該当する箇所に
○を付してください
	ご勤務先　　　　・　　　　ご自宅





５．薬事関係企業の顧問等への就任状況について
薬事関係企業の役員、職員又は定期的に報酬を得ている顧問等に就いていますか。
	該当する箇所に
○を付してください。
	就いていません　　　 ・　　　　就いています


※　薬事関係企業とは、医薬品（体外診断用医薬品を含む）、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品又は化粧品を製造販売又は製造している企業（製造販売又は製造しようとしている企業を含む）をいいます。また、顧問等とは、その肩書きによらず定期的に報酬を受けている場合は、これに該当します。


	
